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第１章 はじめに 
１－１ 本計画の策定趣旨 

豊浦町は北海道胆振総合振興局管内の西部に位置し、人口 3,491 人（令和 6 年 12 月末日現在）、高

齢化率は 38.8％と、人口減少と高齢化が進行している地域です。総面積は 233.5k ㎡で、大部分が山林

となっており、海岸の背後に丘陵が広がる地理的な要件から坂道が多く、高齢者の通院、買い物など生

活に関わる移動を支える必要性のある地域となっています。 

主な居住地域は町の東部沿岸地域に位置する本町地区であり、こちらに人口の 69％が集中しており

ます。その他、町の中央部の沿岸地域に位置する大岸地区に 12％、町の西部沿岸地域の礼文華地区に

９％、山林が広がる町の北部地域に 10％の人口が広く点在しています。 

公共交通機関は、ＪＲ室蘭本線、道南バス株式会社が運行するバス路線、町が運航する直営バス路線

および、有限会社豊浦ハイヤーとの年間委託契約による無償のコミュニティバスが運行されておりま

す。このうち、ＪＲ室蘭本線の大岸、礼文駅については今後の適切な在り方につきまして、JR 北海道

との協議を継続して行っております。また、道南バスが運行する豊浦線についても旅客数の減少から地

域間幹線系統の補助対象から外れる見込みです。 

豊浦町民には町内の移動ニーズに加え、町内にはスーパーが無く、医療機関も町営の国保病院の診療

に限界があることから、町外への移動ニーズがあります。高齢者、障がい者、学生、児童の移動手段の

維持確保が豊浦町の重要課題となっています。 

以上を踏まえ、町は「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律( 平成 19年法律第 59号) 、「地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律( 令和５年法律第 18号) 」および「地

域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針( 令和５年８月 31 日総務・国土交通省告示第２

号) 」に基づき、豊浦町に相応しい公共交通網の整備・維持の基本計画として「豊浦町地域公共交通計

画」を策定します。 

  



 

 

 

１－２ 本計画の位置付け 

本計画の位置付けは、関係法令、北海道の関連計画及び関連地域の計画等と連携するとともに、豊浦

町の上位・関連計画と連携及び整合を図り、豊浦町のまちづくり指針等に沿った計画内容とします。 

 

 
図 １－１ 上位・関連計画との関連性を踏まえた本計画の位置付け  



 

 

 

１－３ 本計画の区域・計画期間 

（１） 本計画の対象区域 

豊浦町全域を計画の対象区域とします。 

 

 
 

 

図 １-２ 本計画の対象区域 

出典：国土交通省「国土数値情報」 

 

（２） 計画期間 

令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度までの５年間を計画期間とします。 

  



 

 

 

第２章 上位・関連計画の整理 
２－１ 関係法令 

国は「交通政策基本法」、「地域交通法（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律）」において、

交通施策に関する基本理念や基本事項、地方公共団体による計画策定等を定めており、これら関係法令

に基づき本計画を策定します。 

 

（１） 交通政策基本法 

 

表 ２-１ 同法の概要 

施行日 平成 25（2013）年 12月４日 

最新の改正 令和２（2020）年 12月９日 

目的 

交通に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、

国及び地方公共団体の責務を明らかにすることにより、交通に関する施策を総合的かつ

計画に推進し、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る 

概要 

■基本的認識  

●交通の果たす機能 

①国民の自立した生活の確保 

②活発な地域間交流・国際交流 

③物資の円滑な流通 

●国民等の交通に対する基本的需要の充足が重要 

■交通機能の確保・向上  

●少子高齢化の進展等に対応しつつ、「①豊かな国民生活の実現」、「②国際競争力の強

化」、「③地域の活力の向上」に寄与 

●大規模災害に的確に対応 

■環境負荷の低減  

●交通による環境への負荷の低減を図る 

■様々な交通手段の適切な役割分担と連携  

●交通手段の特性に応じて適切に役割を分担し、かつ、有機的かつ効率的に連携する 

■交通の安全の確保 

●交通安全対策基本法等に基づく交通安全施策と十分に連携する。 

 

 

  



 

 

 

（２） 地域交通法（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律） 

 

表 ２-２ 同法の概要 

施行日 平成 19（2007）年 10月１日 

最新の改正 令和５（2023）年 10月１日 

目的 

地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資するよう地域公共交通の活性化及

び再生のための地域における主体的な取組及び創意工夫を推進し、個性豊かで活力に満

ちた地域社会に寄与すること 

概要 

■地域が自らデザインする地域の交通  

●地方公共団体による「地域公共交通計画」（マスタープラン）の作成 

・地方公共団体による地域公共交通計画（マスタープラン）の作成の努力義務化 

・地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、福祉輸送、スクールバス等）も計画に

位置付け 

・定量的な目標（利用者数・収支・公的資金投入額等）の設定、毎年度の評価を行う 

●地域における協議の促進 

■移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実  

●輸送資源の総動員による移動手段の確保 

・路線バス等の維持が困難と見込まれる段階で、関係者と協議してサービス継続のため

の実施方針を策定し、新たな事業者を選定する事業を創設 

・自家用有償旅客運送について、バス・タクシー事業者が運行管理・車両整備管理で協

力する制度を創設 

・自家用有償旅客運送について、地域住民だけではなく観光客も含む来訪者も対象とし

て明確化 

・鉄道や乗合バス等において貨客混載を行う事業を創設 

●既存の公共交通サービスの改善の徹底 

・等間隔運行や定額制乗り放題運賃、乗継割引運賃等のサービス改善を促進 

■地域公共交通の「リ・デザイン」  

●地域の関係者の連携と協働の促進 

・目的規定に、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係者」の「連

携と協働」を追加し、国の努力義務として、関係者相互間の連携と協働の促進を追加 

・地域の関係者相互間の連携に関する事項を、地域公共交通計画への記載に努める事項

として追加 

●ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充 

・自治体又は鉄道事業者からの要請に基づき、関係自治体の意見を聴いて、国土交通大

臣が組織する「再構築協議会」を創設 

●バス・タクシー等地域交通の再構築に関する仕組みの拡充 

・自治体と交通事業者が、一定の区域・期間について、交通サービス水準（運行回数等）、

費用負担等の協定を締結して行う「エリア一括協定運行事業」を創設 

・ＡＩオンデマンド、キャッシュレス決済、ＥＶバスの導入等の交通ＤＸ・ＧＸを推進

する事業を創設 

●鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設 

・地域の関係者間の協議が調ったときは、国土交通大臣への届出による運賃設定を可能

とする協議運賃制度を創設 

 

 

  



 

 

 

２－２ 上位・関連計画 

（１） 北海道が策定するもの 

北海道は「北海道総合計画」、「第２期北海道創生総合戦略」、「北海道交通政策総合指針」等の８計画

において、持続可能な交通の推進や地域のアクセス性向上等を方針・施策を定めており、これら北海道

関連計画と連携して本計画を策定します。 

 

表 ２-３ 北海道の各種計画における公共交通に関する施策（１／２） 

計画名・年次 公共交通に関する主な施策等 

北海道総合計画 

- 輝き続ける北海道-  

 

平成 28（2016）年度 

～令和７（2025）年度 

■連携と交流を支える総合的な交通ネットワークの形成  

・地域交通の安定的な確保に向けて、国の支援制度を最大限活用しなが

ら、地域の実情に応じた公共交通ネットワークの構築に取り組む 

・幅広い関係者が相互に連携・協力できる環境を整えながら利便性が高

くストレスのない公共交通の実現に向けて取り組む 

第２期北海道創生総合戦略 

 

令和２（2020）年度 

～令和６（2024）年度 

■地域の実情に応じた交通ネットワークの維持・確保  

・地域の暮らしや産業経済を支える安定的かつ持続的な交通・物流ネッ

トワークの確保に向け、ＭａａＳの展開による交通の利便性向上や、

幹線やラストワンマイルでの共同輸送など、地域関係者・交通・物流

事業者等と一体となった取組を進める 

・地域住民の交通手段として必要不可欠な鉄道やバス、離島航路・航空

路などを維持・確保するため、国や市町村との役割分担のもと、必要

な支援措置を講ずる 

・集落の維持・活性化に資するコミュニティバスなど地域の実情に応じ

た地域交通の確保のための取組を促進する 

北海道交通政策総合指針 

 

平成 30（2018）年度 

～令和 12（2030）年度 

■道民の暮らしや経済活動を支える公共交通ネットワーク  

・持続的な公共交通ネットワークの維持・確保に向け、交通・物流の効

率化や省力化を図るとともに、関係者が連携した取組を進める 

・鉄道やバス路線の持続的な維持・確保に向けて関係者が連携して取り

組むとともに、コミュニティバスやデマンド交通など地域の実情に応

じた交通手段の確保に向けた取組を促進する 

・過疎地等において路線バスやタクシーとの貨客混載など、異業種間の

連携による輸送の効率化を進める 

北海道交通政策総合指針・ 

重点戦略【2021- 2025】 

 

令和３（2021）年度 

～令和７（2025）年度 

■シームレス交通戦略 

・ＭａａＳ等シームレス交通の全道展開を図る 

・持続的な鉄道網の確立に向けた取組を進める 

・交通インフラとデジタルサービスが連動した利便性の向上を図る 

・公共交通の利用定着に向けた地域全体の意識改革を図る 

■地域を支える人・モノ輸送戦略 

・地域における最適な交通モードの検討を行う 

■インバウンド加速化戦略 

・交通情報提供機能と案内表示等の充実を行う 

・バリアフリー環境の充実を行う 

 

  



 

 

 

 

表 ２-４ 北海道の各種計画における公共交通に関する施策（２／２） 

計画名・年次 公共交通に関する主な施策等 

北海道新広域道路交通 

ビジョン・計画 

 

令和３（2021）年度から 

概ね 20～30年間 

■交通・防災拠点の基本方針 

・札幌都心部や圏域中心都市、地方部の市街地における交通結節機能を

強化する 

・道の駅等を活用した輸送拠点を構築する 

・広域的な復旧・復興活動の拠点として、道の駅の防災機能を強化する 

第 11次北海道交通安全計画 

 

令和３（2021）年度 

～令和７（2025）年度 

■公共交通機関等における一層の安全の確保 

・公共交通機関等の一層の安全を確保するため、保安監査の充実・強化

を図るとともに、事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改

善する 

第５期北海道観光の 

くにづくり行動計画 

 

令和３（2021）年度 

～令和７（2025）年度 

■観光インフラの強靱化 

・ＭａａＳ等シームレス交通の全道展開 

・鉄道の輸送機能等の充実 

・交通ネットワークの利便性向上に取り組む 

・道内観光地間を快適に移動できる二次交通の形成 

新・ほっかいどう 

社会資本整備の重点化方針 

 

平成 29（2017）年度から 

概ね 10年間 

■地域の特色を生かした産業の活性化 

・空港を核とした広域観光の振興を促進していくとともに、北海道新幹

線の札幌開業を見据え、効果的な利用促進策を展開する 

■グローバル化に対応した活力ある社会の構築 

・広域連携を支える交通・情報ネットワークの形成を進める 

■持続可能な社会・経済を支える社会資本の整備 

・鉄道、航空路、航路といった基幹的な交通ネットワークや交通基盤の

充実を図る 

・冬期間を含めた道外との安定的な高速交通アクセスを確保する 

 

  



 

 

 

（２） 北海道胆振総合振興局 

北海道胆振総合振興局は、地域住民の生活や各産業を支える交通手段を維持確保し、持続可能な交

通体系を構築していくため、本地域における地域公共交通のマスタープランとなる「北海道胆振地域

公共交通計画」を策定しており、本計画と整合・連携を図って本計画を策定します。 

 

表 ２-５ 北海道胆振地域公共交通計画 

項目 内容 

計画期間 令和 6(2024)年度から令和 10(2028)年度 

将来像 胆振地域の公共交通に係る全ての関係者が 

主体性を持ち維持確保する持続可能な公共交通ネットワークの構築 

基本方針 

基本方針１ 持続可能な公共交通の維持確保 

基本方針２  幹線・広域・生活圏交通が一体となった接続性の向上 

基本方針３  公共交通の利用促進による持続性の確保 

目標 

■公共交通の担い手確保 

人口減少に加え、運行業務に係る人材不足への対応として、本地域の利用実態・ニ

ーズに即した公共交通サービスの最適化及び国・北海道等に加え、市町も主体となる

人材確保など、深刻化する公共交通を担う人材の確保・育成に努めます。 

■公共交通利用に対する意識醸成 

住民一人一人が公共交通ネットワークの維持確保に協力し、公共交通サービスの重

要性と必要性を認識し、日常的に公共交通を利用する意識を醸成するための取組を推

進します。 

■官民連携による取組の推進 

 利用者が快適に公共交通を利用できるように、乗り継ぎのスムーズさや待合環境の

快適性を向上させる取組を推進します。 

また、住民や観光客等の来訪者が公共交通を利用した外出や観光をより積極的に行

っていただけるよう、情報提供の質の向上や地域内で公共交通を利用する利点を広く

認識できる取組を推進します。 

■公共交通の利便性の向上・利用の促進 

利用者が快適に公共交通を利用できるように、乗り継ぎのスムーズさや待合環境の

快適性を向上させる取組を推進します。 

また、住民や観光客等の来訪者が公共交通を利用した外出や観光をより積極的に行

っていただけるよう、情報提供の質の向上や地域内で公共交通を利用する利点を広く

認識できる取組を推進します。 

 

  



 

 

 

（３） 豊浦町 

豊浦町は「第２期豊浦町総合計画 後期基本計画」を上位計画、「第２期豊浦町総合戦略」、「豊浦

町過疎地域持続的発展市町村計画」の２つの関連計画において、持続可能な交通の推進や地域のアク

セス性向上等を方針・施策を定めており、これら上位・関連計画と整合・連携を図って本計画を策定

します。 

 

１） 上位計画 

 

表 ２-６ 第２期豊浦町総合計画 後期基本計画の内容 

項目 内容 

計画期間 令和５(2023)年度から令和 9(2027)年度 

将来像 人とつながり 自然と笑顔あふれるまち とようら  

〜どこかなつかしい賑わいのあるまちを目指して〜 

基本目標 

基本目標１：一次産業の強化や新たな価値創出により雇用を確保し、誇りを持って、

働き続けたいまちづくりを実現する 

基本目標２：生活環境の充実により、快適に住み続けたいまちづくりを実現する 

基本目標３：都市圏からの人の流入・移住促進に向けて、働きたい、住んでみたい魅

力あるまちづくりを実現する 

基本目標４：エネルギーの地産地消・循環型地域をめざし、安心して暮らせる自立・

持続するまちづくりを実現する 

公共交通との

関連内容 

■快適に暮らすための生活環境の整備（P36） 

●目指す方向性 

町営バスやコミュニティバスなど本町が提供する地域公共交通に関して、少子高齢

化など利用者環境の変化に対応した、より良い地域公共交通の実現に向けた取組を推

進します。 

 

■主な施策(P38) 

●公共交通の充実 

①ＪＲ路線及び路線バス維持・確保  

ＪＲ及びバス事業者と連携し、路線経営の安定と路線の維持・確保を図ります。ま

た、沿線自治体との連携により、ＪＲ路線及び路線バスの利用を促進します。 

〇主な事業・取組  

 ・地域公共交通活性化協議会の開催 

 ・生活路線バス維持業務 

②地域公共交通の充実  

町営バスやコミュニティバスなど町が運行しているバス路線により、町内の移動手

段を確保します。また、利用者のニーズ把握に努め、バスの利便性向上と運行の適正

化を図ります。 

〇主な事業・取組 

・町営バス運行事業  

・コミュニティバス運行事業 

 

 

  



 

 

 

２） 関連計画 

 

表 ２-７ 豊浦町の各種計画における公共交通に関する施策 

計画名・年次 公共交通に関する主な施策等 

第２期豊浦町総合戦略 

令和５（2023）年度 

～令和９（2027）年度 

■施策４ 道路・公共交通の充実（P31） 
●町営バスやコミュニティバスなど町が運行しているバス路線に
より、町内の移動手段を確保するとともにバス利用者のニーズ把握
に努め、利便性向上と運行の適正化を図ります。 また、ＩＣＴを活
用して冬期間における町道除雪の効率化を図ります。 

豊浦町過疎地域持続的発展 

市町村計画 

令和３（2021）年度 

～令和７（2025）年度 

■地域の持続的発展の基本方針(P7) 
●交通体系の整備、交通手段の確保 

利用者のニーズを捉えた地域交通の維持・確保を推進する。 
■交通施設の整備、交通手段の確保(P22-23)  
●山間地域と市街地との輸送体系の整備に努め、町営バスの運行充
実を図る。 
●コミュニティバスは、通院・買い物などの日常生活に不可欠な生
活交通であるため、実情に合わせた適切な輸送サービスの在り方を
検討し、その改善に努める。 

第３次豊浦町地域福祉計画・ 

地域福祉実践計画 

令和４（2022）年度 

～令和８（2026）年度 

■町の地域福祉計画(P37) 
●誰もが外出しやすいまちづくりの推進 

町営バスやコミュニティバス、移送サービス、ホームヘルプサー
ビス等、住民誰もが外出しやすい交通体系の再構築の検討を行い
ます。(P38) 

豊浦町住 活基本計画 

令和３年度（2021 年度） 

～令和 12年度（2030年度） 

■住宅施策の展開方向 
●コンパクトな市街地形成に向けたまちづくり(P47) 

人口減少や少子高齢化に対し、都市経営の点からもコンパクトな
市街地形成が必要です。 
このため住宅供給は、各地区の都市基盤を生かした取組みを進め、
地区ごとの地域特性を活かしたコンパクトな集落市街地への誘導
を図っていくこととします。 
また、福祉・医療・介護、買い物・交通等の面から、生活支援サ
ービスの向上に向けた関連諸施策との連携を図って行きます。 

豊浦町高齢者保健福祉計画第９

期豊浦町介護保険事業計画 

令和６年度（2024 年度 

～令和８年度（2026 年度） 

■高齢者の社会参加の促進（介護予防・生きがい活動への支援） 
●コミュニティバス（P74） 

コミュニティバスの運行を継続実施しましたが、乗降利用場所が
偏っているため、交通所管係で見直しを実施する予定です。 
関係機関と連携し、利用者の要望をもとに運行時間の見直し、町
営バスとの接続（乗り換え）を考慮して、最適な地域交通網を検
討していきます。 

●移送サービス事業（P75） 
今後も引き続き事業を実施し、移送手段の確保に努めます。地域
の高齢化に伴い今後も利用ニーズが高まることが推測されるこ
とから、対象要件や、移送範囲など、ニーズに応じて事業の問題
点を随時把握し、サービス提供の在りかたを継続して検討しま
す。 

障がい者基本計画（第４次） 

令和６年度（2024年度） 

～令和 11年度（2029年度） 

■安心して暮らせる福祉環境づくり 
●移動手段の確保（P53） 
コミュニティバスや町営バスの運行見直し等、町内の交通手段を再

検討の上、効率的な移送体制を確立します。 
ニーズが高い障がい者の個別移送についても、引き続き実施、拡大

を検討していきます。 

  



 

 

 

第３章 豊浦町の地域概況 
３－１ 地理的概況 

（１） 地勢等 

豊浦町は、北海道の南西部、胆振総合振興局最西端に位置し、北緯 42 度 33 分～42 度 43 分、東経 

140度 31分～140度 46分にあって、南は内浦湾( 噴火湾) に面し、対岸に秀峰駒ヶ岳をはじめ、渡島連

山を眺望できる場所にあります。海岸線に沿って東に洞爺湖町、西は長万部町、昆布岳連峰を境として、

真狩村およびニセコ町、北西部は昆布川に沿って黒松内町、蘭越町にも隣接しています。 総面積は

233.57k ㎡で東西約 17km、南北約 16.5km、海岸線は約 20.7kmあり、地勢はおおむね傾斜地をなしてお

り、一部山岳地帯を除き農耕地、牧野などの生産緑地帯を形成しています。 

 

 

 
 

図 ３-１ 地勢 

出典：国土地理院「基盤地図情報 色別標高図」 

※色別標高図を加工して作成 

 

  



 

 

 

（２） 気象状況 

豊浦町の気象は、内浦湾に面し海洋の影響を受けるものの、太平洋の気象条件とも異なり、親潮、黒

潮の影響より、日本海から津軽海峡を流れる対馬海流の影響を強く受けるため、冬期間も温暖であり快

適な気象条件に恵まれています。 

一方積雪については年によって大きく変動し、冬型の気圧配置が強まったり、大雪となるような気候

条件が重なると、記録的な大雪になることもあります。 

 

 

図 ３-２ 豊浦町(大岸) 月別気温 

（平成 3（1991）年から令和 2（2020）年の平年値） 

出典：気象庁「気象データ（大岸( 胆振地方) ）」 

 

 
図 ３-３ 豊浦町(大岸) 月別降水量・降雪の深さ 

（平成３（1991）年から令和２（2020）年の平年値） 

出典：気象庁「気象データ（大岸( 胆振地方) ）」 

  



 

 

 

３－２ 社会状況等 

（１） 人口 

１） 人口推移 
  

現 状 

問題点 

・豊浦町の総人口は減少傾向が続いており、平成 27（2015）年国勢調査と令和２（2020）年

国勢調査を比較すると、総人口は 12.3%減少、年少人口（15歳未満）は 14.5%減少、15～64

歳人口は 20.4％減少と生産年齢人口(15 歳以上 65 歳未満) はすべての領域で減少していま

す。 

・一方で、高齢人口（65歳以上）は 1.4%増加しており、総人口に対する高齢人口の割合を示

す高齢化率は、令和２（2020）年国勢調査で 39.6%となっており、人口減少に加え高齢化も

進行しています。 

・通勤・通学で公共交通を利用する世代や高齢者の免許返納等により、公共交通を必要とする

住民は一定数いることが想定されますが、各世代の人口が減少していることから、公共交

通需要も減少傾向にあることが推定されます。 
  

課 題 
・公共交通を必要とする世代に対して、いかに生活の足を確保していくかの指針を示すこと

が求められています。 

 

 

図 ３-４ 人口推移(単位：人) 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」、 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

 

  



 

 

 

２） 人口分布 
  

現 状 

問題点 

・豊浦町の人口分布は、ＪＲ豊浦駅周辺が全体の 66.6%、大岸地区 14.4%、と礼文華地区 8.1%

となっています。三地区の人口が町内人口の約８割を占め、多くが本町地区周辺に集中し

ています。 

・また、250mメッシュあたり 50人以下の地区が各地区および郊外部に点在しています。 
  

課 題 ・各地域内、各地域間および各地域と郊外部を結ぶ移動手段の確保が必要になります。 

 

 

 表 ３-１ 字別の人口・高齢化率 

 

字名 人口 

（人） 

高齢化率 

（％） 

字名 人口 

（人） 

高齢化率 

（％） 

字海岸町 192 40.6 字美和 20 80.0 

字幸町 190 42.6 字山梨 38 36.8 

字浜町 456 37.3 字新山梨 32 50.0 

字旭町 338 33.7 字上泉 9 44.4 

字東雲町 676 32.4 字新富 24 25.0 

字船見町 624 31.4 字豊泉 51 29.4 

字高岡 70 50.0 字大岸 552 61.8 

字桜 84 36.9 字礼文華 311 44.1 

字大和 154 25.3 字青山 - ‐ 
 

図 ３-５ 人口分布(250mメッシュ) 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」 

 

  



 

 

 

３） 高齢人口の分布 
  

現 状 

問題点 

・豊浦町は郊外に高齢化率が高い地域が多く分布しています。特に大岸地区は高齢者比率が

高くなっています。 
  

課 題 
・高齢化率が高い地区に居住する高齢者のうち、公共交通を必要としている方への生活交通

の検討・提供が求められます。 

 

  

 

本町地区 

大岸地区 

礼文華地区 

 

図 ３-６ 高齢人口分布 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」 



 

 

 

（２） 生活関連施設 
  

現 状 

問題点 

・豊浦町の生活関連施設は、ＪＲ豊浦駅周辺に集積していますが、大規模病院や大型スーパー

マーケットが町内にないため、買い物では約６km離れた洞爺湖町内、大規模病院は約 20km

離れた伊達市内へ移動する必要があります。 
  

課 題 
・公共交通による町内の移動手段の確保に加え、近隣市町の生活関連施設へアクセスするた

めの公共交通サービスの提供が必要です。 

 

 

豊浦駅周辺 

大岸地区 

礼文華地区 

 

図 ３-７ 生活関連施設の位置図 

出典：国土交通省「国土数値情報」 



 

 

 

（３） 生活圏 

１） 通勤・通学における生活圏 
  

現 状 

問題点 

・令和２(2020)年国勢調査によると、豊浦町内で従業・通学する町民は 1,584 人、本町外で

従業・通学する町民は道内 561 人( 道外３人) となっており、就業・通学者のうち約７割の

町民が町内で、約 3 割の町民が町外で従業または通学しています。 
  

課 題 

・従業・通学で豊浦町から町外へ、町外から豊浦町へ一定数の移動が見られます。 

・一方で、本データでは移動手段の特定が難しいため、移動実態及びニーズ等を補完しなが

ら、必要とされる公共交通を検討・提供することが重要です。 

 

 

図 ３-８ 通勤・通学における生活圏 

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査」 

 

 

  



 

 

 

２） 全移動目的における生活圏 
  

現 状 

問題点 

・豊浦町の全移動目的における生活圏は「洞爺湖町」、「伊達市」、「札幌市」が中心となってい

ます。 
  

課 題 

・自動車を持たない町民の生活確保に向け、本町と生活圏を結ぶ公共交通ネットワークの維

持・確保が必要です。 

・一方で、本データでは移動手段の特定が難しいため、移動実態及びニーズ等を補完しなが

ら、必要とされる公共交通を検討・提供することが重要です。 

 

 
図 ３-９ 全移動目的における生活圏 

出典：内閣府「ＲＥＳＡＳ- 地域経済分析システム」 

 

 

  



 

 

 

（４） 通学・通勤における交通分担率 
  

現 状 

問題点 

・豊浦町の交通分担率は、自家用車利用者が 1,070 人となっており全体の約 69%を占めていま

す。一方で公共交通の交通分担率は著しく低くなっています。 
  

課 題 ・自家用車から公共交通の利用へ向けた行動変容への取り組みが必要です。 

 

 
 

図 ３-10 豊浦町の交通分担率 

出典：令和 2 年度国勢調査 https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/  

 

 

  



 

 

 

（５） 観光動向 
  

現 状 

問題点 

・本町の観光動向は、コロナ禍で低下したものの 2022年以降回復基調にあり、観光入込客数

は約 322千人まで回復していますが、コロナ禍前の水準には達していません。 
  

課 題 
・生活交通の確保を最優先とし、必要に応じて来訪者の移動実態及びニーズ等を把握し、必要

とされる公共交通を検討・提供することが重要です。 

 

 
図 ３-11 豊浦町の観光入込客数の推移 

出典：北海道経済部「北海道観光入込客数調査報告書」 

 

 

  



 

 

 

第４章 豊浦町の地域旅客運送サービスの概況 
４－１ 整備状況 

豊浦町の地域旅客運送サービスは、ＪＲ北海道が運行する室蘭本線が運行を行っており、町内に豊浦

駅、大岸駅、礼文駅、小幌駅が設置されています。うち、小幌駅については、町が観光振興を目的とし

てＪＲ北海道に維持費用を拠出しています。大岸駅、礼文駅は乗降客数の減少により、ＪＲ北海道と駅

の適正化に向けた今後の在り方について協議を行っています。 

定時運行バス( 道南バス) によるバス路線は、道南バスが運行する地域間幹線系統 洞爺湖温泉線の 1

系統が運行されています。 

豊浦町では、町内の交通空白地有償運送として、町内北部地域を運行する山梨線と大岸地区を経由し

て礼文華地区までの礼文華線を定時運行バス( 町直営: 町営バス) として運行しています。また、有限会

社豊浦ハイヤーとの年間委託契約により定時定路線のコミュニティバスとして、本町内１路線と大岸

地区を経由し礼文華地区までの１路線、計２路線を無償で運行しています。 

スクールバスは町直営バスの運行時間の合間に、北部地区および礼文華地区までの運行をおこなっ

ています。 

その他、町の福祉部門が町内から伊達市を対象地域として、通院のみを対象とした有償福祉運送を行

っています。 

町内にあるタクシー会社は、一社のみとなっています。 

 

  



 

 

 

 

図 ４-１ 豊浦町の公共交通網(令和６(2024)年４月現在) 

出典：国土交通省「国土数値情報」 

  



 

 

 

４－２ 運行状況及び利用状況 

（１） 鉄道 
  

現 状 

問題点 

・豊浦町に関連する鉄道路線であるＪＲ室蘭線は、本町の生活圏である伊達市や室蘭市まで

の地域間交通として重要な役割を担っています。 

・室蘭本線の利用状況は、新型コロナウイルス感染症の影響等により収益及び輸送密度の減

少がみられていましたが、令和４（2022）年度には回復傾向に転じていると推察されます。 
  

課 題 

・鉄道路線の維持に向け、本町の居住地域- 豊浦駅間のアクセス性の向上に加え、特急停車駅

である洞爺駅( 洞爺湖町) への連接を検討することや、必要に応じて鉄道路線を利用しやす

い取組を豊浦町で検討・実施することが重要です。 

 

表 ４-１ 鉄道の運行状況（令和６（2024）年３月 16日改正） 

路線名等 上下 出発地 到着地 種別 便数 始発 終発 最小所要時間 

室蘭線 

下り 
豊浦 東室蘭 普通 9 6:15 20:14 0:47 

長万部 豊浦 普通 4 5:44 19:39 0:31 

上り 
豊浦 長万部 普通 5 8:18 22:46 0:32 

東室蘭 豊浦 普通 9 5:46 22:00 0:45 

出典：ＪＲ北海道 

  
図 ４-２ 室蘭線(長万部-東室蘭）収益及び費用 図 ４-３ 室蘭線（長万部-東室蘭）輸送密度 

出典：ＪＲ北海道「線区別収支とご利用状況」 
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（２） ４条乗合（路線バス） 
  

現 状 

問題点 

・道南バス株式会社により、札幌洞爺湖線、豊浦線、洞爺湖・豊浦線の３路線が運行されてい

ましたが、令和６年９月末に豊浦線、洞爺湖・豊浦線の２路線が廃止となりました。 

・一方で、生活圏が洞爺湖町方面となっていることから、洞爺湖温泉線を延長することによ

り、住民の広域的な移動を確保している状況です。 
  

課 題 
・広域的な移動は確保されているものの、洞爺駅での乗り換えが必要なため、公共交通による

広域的な移動の利便性確保が求められています。 

 

表 ４-３ 路線バスの運行状況（令和６（2024）年 11月１日現在） 

          概略 

運行

会社 

 
区間  系統名 

運行曜

日 
便数 始発 終発 所要 

          時間 

道南 

バス 

豊浦 

しおさい前 
豊浦駅前 札幌駅前 

札幌 

洞爺湖線 
毎日 

上 １ 9:10 3:20 

下 １ 16:20 3:20 

豊浦 

しおさい前 
豊浦駅前 

洞爺湖 

温泉 

洞爺湖 

豊浦線 
毎日 

上 ４ 7:30 17:50 0:45 

下 ４ 8:30 18:40 0:45 

出典：道南バス HP https://www.donanbus.co.jp/jikokuhyo/  

 

 

 

 

  



 

 

 

（３） 自家用有償旅客運送 

１） 交通空白地有償運送 
  

現 状 

問題点 

・豊浦町では交通空白地有償運送として、町内北部地域を運行する山梨線１路線、大岸地区を

経由して礼文華地区までの礼文華線１路線、計２路線を定時運行バス( 町直営: 町営バス) と

して運行しています。 

・この２路線はスクールバスを兼ねて運行していますが、通学者以外の利用数減少が続いて

います。 
  

課 題 
・さらなる需要喚起策に加え、効率的かつ利便性が高いサービスの提供について検討が必要

です。 

 

表 ４-４ 交通空白地有償運送の運行状況（令和６（2024）年４月１日時点） 

        概略 

路線名等  区間  運行曜日 便 始発 終発 所要 

        時間 

山梨線 

豊浦駅 山梨線終点 豊浦駅 

平  日 

( 年末年始・ 

学校の春夏冬休み

期間を除く)  

1 

6:52 1:04 

学校春夏冬休み 

期間中の火・金 
1 

豊浦温泉 

しおさい 
山梨線終点 国保病院 

平  日 

( 年末年始・ 

学校の春夏冬休み

期間を除く)  

2 12:40 15:40 1:04 

学校春夏冬休み 

期間中の火・金 
1 12:40 1:04 

礼文華線 

豊浦駅 大岸市街 国道入口 

平 日 

( 年末年始 

を除く)  

3 6:47 15:54 0:34 

国道入口 大岸市街 中央公民館 

平 日 

( 年末年始 

を除く)  

3 7:24 16:35 0:32 

出典：豊浦町 

 

  



 

 

 

 

 
図 ４-４ 町直営バス山梨線年間輸送人員および収入 

 

 
図 ４-５ 町直営バス礼文華線年間輸送人員および収入 

出典：豊浦町 

 

  



 

 

 

２） 福祉有償運送 
  

現 状 

問題点 

・福祉有償運送は、移動が困難な住民を支えるために提供されており、特に高齢者や要支援認

定を受けた方々が通院に利用しています。サービスは行政が対応しておりますが、行政の

要件に当てはまらない要望に対しては社会福祉協議会が独自の事業として移送事業を行っ

ており、重要な移動手段となっています。 

・一方で、利用者が増加する中で、料金設定が現状では収益性を確保できておらず、持続可能

性に懸念があります。 

・また、町外への移動における利用者負担が低く、運行コストとのバランスが取れていない状

況です。 
  

課 題 

・サービス向上を図るために、運営形態を見直しつつ、料金体系の再設計や利用対象の拡大等

の検討が必要です。 

・持続可能性の確保のために、担い手の不足の解決や補助金の活用等による財源の確保が重

要となっています。 

 

（４） 法人タクシー 
  

現 状 

問題点 

・地域内での短距離利用や、公共交通の補完的な役割を果たしており、高齢者を中心とした住

民の生活に欠かせない存在となっています。 

・一方で、タクシー業界全体における運転手の高齢化や担い手不足が深刻化しています。 
  

課 題 
・タクシー・ハイヤーの需要が増加していることが想定される中で、運転手の確保など事業継

続性の確保が重要です。 

 

表 ４-５ 豊浦町内に営業所を有するハイヤー事業者 

事業社名 保有車両 営業時間 

有限会社豊浦ハイヤー 

特大２両 

大型１両 

中型１両 

24時間予約受付 

出典: 北海道ハイヤー協会 

 

 

  



 

 

 

（５） 道路運送法に該当しない交通サービス 
  

現 状 

問題点 

・豊浦町は有限会社豊浦ハイヤーとの年間委託契約により、同社所有のジャンボタクシー１

台による定時定路線のコミュティバス( 町直営) を本町内および大岸地区を経由し礼文華地

区までの２路線を無償運行していますが、乗車人員は減少傾向にあります。 
  

課 題 
・さらなる需要喚起策に加え、効率的かつ利便性が高いサービスの提供方法について検討が

必要です。 

 

表 ４-５ コミュニティバス(町直営)の運行状況（令和６（2024）年４月１日時点） 

        概略 

路線名等  区間  運行曜日 便 始発 終発 所要 

        時間 

本町内 

下町回り 

ＪＲ豊浦

駅 

菅原宅前 ＪＲ豊浦

駅 

平日 

( 年末年始を

除く)  

3 9:00 14:20 0:30 

いずみの学校 3 9:45 15:00 1:00 

本町内 

上町回り 

ＪＲ豊浦

駅 

いずみの学校 
国保病院 

平日 

( 年末年始を

除く)  

3 9:00 14:20 0:30 

菅原宅前 3 9:45 15:00 1:00 

礼文華線 

久保宅前 礼文華・大岸 
ＪＲ豊浦

駅 

平日 

( 年末年始を

除く)  

上 2 9:15 11:37 1:07 

下 2 10:35 14:40 1:11 

ＪＲ豊浦

駅 
大岸・礼文華 

礼文華 

国道入口 

平日 

( 年末年始を

除く)  

下 1 18:40 0:39 

上 1 19:20 0:30 

出典：豊浦町 

 

 
図 ４-６ コミュニティバス(町直営)年間乗車人員推移 

出典：豊浦町 
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（６） その他の交通サービス 
  

現 状 

問題点 

【スクールバス】 

・山方面から通学する小中学生および、礼文華・大岸方面から通学する中学生を対象に町直営

で運送事業を実施しています。 

・高校生の親における駅までの送迎負担の増加や、送迎時間の多様化に伴う待機時間の発生、

さらに送迎を担う委託者の確保が難しい状況です。 

 

【学童移送】 

・放課後に礼文華小学校、大岸小学校の児童を本町地区にある学童保育「青空キッズクラブ」

への移送を行う運送事業を町直営で実施しています。 

・学校との時間調整が難航していることや、保護者・学校・移送者間の情報共有が不足により

利用者がいないことに加え、やむなく町職員が移送対応を行う場面が発生しています。 
  

課 題 
・持続可能な交通サービスとして確保し続けるために、他の交通サービスの連携や実施内容

の検討・見直しが必要です。 

 

  



 

 

 

４－３ 地域旅客運送サービス等に要している経費 
  

現 状 

問題点 
・豊浦町が地域旅客運送サービス等に要している経費は、5,700 万円超となっています。 

  

課 題 
・生活の足を必要としている方への支援を継続するとともに、経費の効率化を図る余地があ

る部分については検討を進めることが重要です。 

 

表 ４-７ 地域旅客運送サービス等に係る経費 

施策・事業名等 

Ｒ５年度 

決算額 

（千円） 

備考 

町営バスの運行経費 14,740 ・スクールバス運行の運行経費を含む 

コミュニティバスの運行経費 36,410  

有償福祉運送の運行経費 5,250  

路線バスに対する負担金・補助金 1,040  

合計 57,440  

 

 

 

  



 

 

 

第５章 地域の移動ニーズ等の整理 
５－１ 町民アンケート調査 

（１） 調査概要 

１） 調査目的 

豊浦町民を対象として、町の公共交通に係る実態調査のためのアンケートを WEB上にて実施しまし

た。 

 

２） 調査対象 

豊浦町で公共交通を利用する全町民 

 

３） 調査期間 

令和６（2024）年９月 

 

４） 回収状況 

89件 

 

（２） 調査結果概要 

・Webアンケートという性質上、回答者の年代が現役世代に偏りが見られた 

・回答地域は人口構成比率の高い本町地区が中心となっていたが、大岸地区が 17％と人口比率（約

12％）より高い回答数であった 

・回答者のほとんどが免許証、自家用車を所有しており、町営バス、コミュニティバス等の公共交通

を「利用したことが無い」が 84％との回答であった 

・移動の目的としては「通勤・通学」が主なものとして 54％、買い物が 34％となっており、通院だ

けを目的としている方はごく少数（２件）であった 

・通勤・通学」先としては豊浦町内が占め、「買い物」「よく行くお出かけ先」としては伊達市が大部

分を占めた 

・町営バス、コミュニティバスの運行の在り方について、「普通」との回答が多かった 

・町営バス、コミュニティバス共に在り方についての回答は、その他以外の回答（「現状と同じ定時

定路運行」「自宅や自宅近辺から目的地」「柔軟にタクシー運賃の割引」）の３つの選択肢が 30％前

後で拮抗する回答であった。 

 

 

  



 

 

 

５－２ バス乗降調査 

（１） 調査概要 

１） 調査目的 

豊浦町内を運行している各種公共交通の利用状況の把握に向け、各種公共交通の利用実態調査を実

施しました。 

 

２） 調査対象 

豊浦町で公共交通を利用する全町民 

 

３） 調査期間 

令和６（2024）年８月 28日（水） 

 

４） 調査方法 

調査員の全便乗り込み調査 

 

（２） 調査結果概要 

 

表 ５-７ バス乗降調査結果概要 

路線 起点  終点 便数 
利用者 

数 

うち 

中学生

以下 

町営バス 

礼文華線 
豊浦駅・中央公民館 → 国道入口 ３ 

23 17 
国道入口 → 中央公民館 ３ 

山梨線 
豊浦駅  → 豊浦駅 １ 

14 14 
豊浦温泉しおさい → 国保病院 ２ 

コ ミ ュ ニ テ

ィ 

バス 

いちごコース 
豊浦駅- 大西団地 → 国保病院- 豊浦駅 ３ 

15 ０ 
豊浦駅- 岩佐宅前 → 大西団地- 豊浦駅 ３ 

ほたてコース 
豊浦駅- 大西団地 → 国保病院- 豊浦駅 ３ 

19 ０ 
豊浦駅- 岩佐宅前 → 大西団地- 豊浦駅 ３ 

礼文華・大岸 

コース 

久保宅前 → 豊浦駅 ２ 

18 ０ 
豊浦駅  → 久保宅前 ２ 

豊浦駅  → 礼文華・国道入口 １ 

礼文華・国道入口 → 豊浦駅 １ 

  



 

 

 

５－３ 住民意見交換会 

（１） 調査概要 

１） 調査目的 

乗降調査やアンケートでは見えてこない「地域の生活における交通の役割」や「今後に期待すること」

などの声を直接聞く機会として意見交換会を実施しました。 

 

２） 調査対象 

豊浦町内５か所（北部方面、本町地区、大岸地区、礼文華地区）の町民 

 

３） 調査期間 

令和６（2024）年 10月 17 日（木）、18日（金） 

 

４） 周知方法 

町のホームページと町公式 LINEでアナウンスを実施。 

併せて、10月 10日（木）配布の町広報に案内チラシを折り込み、周知を実施。 

 

（２） 調査結果概要 

 

表 ５-７ 住民意見交換会結果概要 

場所 参加者 意見概要 

北部地区 

（大和多目的集会所） 

３名 Á 運転をやめて公共交通を利用せざるを得ない人がいるが、移動

に時間がかかり不便。 

Á 公共交通の乗り継ぎが不便で、自動車を利用せざるを得ない人

もいる。 

Á 町営バスの利用者は小中学生が中心で、それ以外の利用者はほ

とんどいない。 

Á 高齢者だけでなく高校生を含む子どもたちも移動に苦労して

いる。 

Á 保護者の送迎負担が大きく、年間４万キロの走行距離に及ぶ。 

Á 生活しやすい町への引っ越しを考える人もいる。 

Á 地元の病院ではなく、伊達市や室蘭市へ通院する人が多い。 

Á 行政の移動支援への取り組みに不安がある。 

Á 町営バスやスクールバスが将来的に廃止される可能性が懸念

されている。 

Á 北部地区は人口が少なく面積が広い特性があり、自治会の合併

が難しい。 

Á 人口が少なくても交通ニーズをしっかり把握してほしいとい

う声がある。 

Á 地域に「寄り添う形」の公共交通のあり方を検討する必要があ

る。 

Á 町の財政が厳しいことから、住民が声を上げることをためらう

状況がある。 

  



 

 

 

 

場所 参加者 意見概要 

大岸地区 

（大岸いきいきセンター） 

６名 Á バス停まで歩くのが困難な方や、乗降が大変な方が利用を控え

ている。 

Á 福祉有償運送を利用したいが、要支援認定相当までには至らな

い人がいる。 

Á バスでは荷物が運べず、高齢者の買い物利用が難しい。 

Á コミュニティバスを有償にしてでも利便性を向上させてほし

いという声がある。 

Á 時間調整で停車しているバスを見かけることが多く、ダイヤの

見直しが必要ではないか。 

Á 土日もバスを運行してほしいという要望がある。 

Á ＪＲは豊浦駅で折り返す便が多く、大岸駅や礼文駅の便数が少

ないため、不便さが指摘されている。 

Á 大岸や礼文華の交通不便さが、居住希望者の妨げになってい

る。 

Á 町営バスの運賃や運行情報をもっと分かりやすくしてほしい。 

Á シュタイナー学園に通学する子どもたちの帰りの時間が合わ

ず、送迎が必要になっている。運行状況を把握できる仕組みが

求められている。 

Á 大岸から伊達市への通院には３回の乗り換えが必要で非常に

不便。 

Á 駅の廃止が議論されているが、廃止されると高校生が通学でき

なくなる恐れがある。 

Á 目的地や時間帯に応じた適正な運行スケジュールの検討が求

められている。 

礼文華地区 

（礼文華生活館） 

４名 Á 伊達市の病院に通院する際、道南バス「豊浦線」の廃止後の路

線再編により待ち時間が 30 分以上増え、午後の通院では帰宅

が 20時頃になる。 

Á 豊浦駅の階段が急でホームへの移動が大変。後ろから来る学生

に急かされることもあり、不便さを感じる。 

Á 町営バスの乗降口が狭く、荷物を持った乗り降りが不便。 

Á 買い物施設が近くにないため、「トドック」や「おまかせ便カ

ケル」などのサービスを利用して生活品を調達している。 

Á 土日は町営バスやコミュニティバスが運休するため、移動がほ

ぼできず、週に数回でも良いので運行してほしい。 

Á 公共交通の便数が少なく、免許返納を考えるにしても生活が難

しい。 

Á ＪＲの便数が少なく、日中はほとんど利用できない。 

Á コミュニティバスは無料だが、運賃を負担しても良いので利便

性向上のために見直しを希望。 

Á 温泉しおさい利用者が多いため、月・水・金にコミュニティバ

スが混雑し、１回で乗れないこともある。 

本町地区 

（豊浦町中央公民館） 

０名 Á -  

本町地区 

（豊浦町社会館） 

０名 Á -  

  



 

 

 

第６章 本計画の基本的な方針・目標 
地域交通の現状、課題及びニーズは、地域公共交通計画を策定する上で重要な基礎データとなり、実

効性の高い施策の立案や目標設定の土台を形成するため、それぞれの関連性が明確となるように本章

で整理します。 

また、整理された現行の交通サービスが抱える課題等を踏まえ、課題解決に向けた基本的な方針、基

本的な方針の達成に向けた目標を本章で示します。 

 

６－１ 地域交通の現状、課題及びニーズ 
計画策定時に収集・調査各種資料や調査結果を基に把握した、地域交通の現状や課題、住民のニーズ

を下表に整理します。 

 

表 ６-１ 豊浦町を取り巻く地域公共交通の状況（１／２） 

分類 現状・問題点 課題 

地
域
概
況 

人口 

Á 人口減少と高齢化の進行 

Á 公共交通需要の減少 

Á 人口分布の偏り 

Á 郊外部の高齢化率の高さ 

Á 生活の足を確保する具体的な指針の提

示 

Á 地域内外や郊外部を結ぶ移動手段の確

保 

Á 高齢化率が高い地区の高齢者への生活

交通の提供 

施設 

Á 生活関連施設はＪＲ豊浦駅周辺に集中 

Á 大規模病院や大型スーパーは町外 

Á 近隣市町への公共交通アクセスの提供 

Á 必要とされる公共交通を適切に検討・提

供 

交通 

手段 

Á 公共交通の交通分担率が非常に低い Á 自家用車から公共交通への利用転換を

促す行動変容の取り組み 

Á 生活交通の確保を最優先としつつ、来訪

者の移動実態やニーズに基づいた公共

交通の検討・提供 

地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス 

鉄道 

Á 生活圏自治体への地域間交通として重

要な役割を担う 

Á 町内の居住地域と豊浦駅間のアクセス

性向上 

Á 特急停車駅への接続の検討 

Á 鉄道利用を促進するための施策の検討・

実施 

路線 

バス 

Á 洞爺湖温泉線を延長し、生活圏自治体間

の移動を確保 

Á 公共交通による広域移動の利便性向上 

自家用 

有償 

運送 

Á 交通空白地有償運送はスクールバスを

兼ねているが、通学者以外の利用者数が

減少 

Á 福祉有償運送は、重要な移動手段である

が、運行コストとのバランスが取れてい

ない 

Á 効率的で利便性の高いサービス提供を

検討 

Á 運営形態の見直しや料金体系の再設計、

利用対象の拡大などを検討 

タクシー 

Á 高齢者を中心に生活に欠かせない移動

手段 

Á 運転手の高齢化や担い手不足が深刻化 

Á 増加する需要に対応するため、運転手確

保と事業継続性の確保 

その他 

Á コミュニティバスは無償運行してい

るが、乗車人員は減少傾向 

Á スクールバスは駅までの送迎負担や

送迎時間の多様化等が生じている 

Á 学童移送は保護者・学校・移送者間の

情報共有不足等が生じている 

Á 需要喚起に加え、効率的で利便性の高い

サービス提供方法の検討 

Á 他の交通サービスとの連携や、実施内容

の検討・見直しを通じた持続可能な交通

サービスの確保 

  



 

 

 

 

表 ６-２ 豊浦町を取り巻く地域公共交通の状況（２／２） 

分類 現状・問題点 ニーズ 

町民 

アンケート調査 

Á 回答者のほとんどが免許証・自家用車

を所有し、84％が公共交通を「利用し

たことが無い」と回答 

Á 移動目的は「通勤・通学」が 54％、「買

い物」が 34％を占め、通院を目的とし

た回答はごく少数だった 

Á 買い物やお出かけ先として伊達市が大

部分を占めている 

Á 公共交通の利用促進策が必要であり、

特に非利用層への働きかけが求められ

る 

Á 町営バスやコミュニティバスの運行形

態に対し、多様なニーズがあり、柔軟

な対応が必要 

Á 伊達市など町外移動に対応したサービ

ス提供の見直しが重要 

バス乗降調査 Á 町営バスはスクールバス機能も兼ねて

いることから、一般利用者者のほか、

中学生以下の利用もみられる 

Á 町営バス、コミュニティバスともに１

便あたりの利用者数は、国の補助基準

である 2.0 人/ 便を若干超えている 

Á 通学者がいる地域から、学校までの移

動手段の確保 

Á 住民ニーズを適切に反映した運行の継

続 

住民意見交換会 Á 高齢者や高校生を含む子どもたちの移

動が不便で、公共交通利用が難しい場

面が多い 

Á 町営バスやスクールバスの利用者は限

られており、乗車が困難な方や運行情

報の分かりづらさが指摘されている 

Á 土日運行がないため、移動手段が制限

され、便数の少なさやダイヤの不便さ

が生活を妨げている 

Á 大岸や礼文華などの交通不便地域で

は、居住希望者の妨げや住民の通院・

通学が困難な状況がある 

Á バスの利用に関して運行状況や利便性

向上への期待がある一方で、町の財政

状況が住民の声を上げる妨げとなって

いる 

Á 高齢者や交通弱者が利用しやすい、適

切な運行スケジュールやダイヤの見直

しが必要 

Á 町営バスやコミュニティバスの利便性

を向上させるため、有償運行や新たな

財源確保の検討が求められる 

Á 土日を含む柔軟な運行体制の構築と、

公共交通と自家用車利用のバランスを

考えた施策が必要 

Á 大岸や礼文華など、交通不便地域への

支援強化と居住促進策を進める必要が

ある 

Á 利用状況が把握できる仕組みや、住民

への情報提供を充実させることで、利

用促進と効率的な運行が求められる 

 

 

 

 

  



 

 

 

６－２ 基本的な方針・目標 

前頁で整理された課題解決やニーズを満たし、豊浦町の公共交通をより良くしていくための基本的

な方針及び目標を下記の通り、設定します。 

 

基本的な方針 支える、つながる、交通網の実現 

 

現行の町営バス、コミュニティバスを始めとする町が提供する高齢者、障がい者、学生など全ての住

民の移動ニーズに対応した包括的な交通、移動支援体制を確保し、日常生活において不安を抱くこと

なく、地域で暮らし続けることのできるよう、町民を”支える”公共交通であることが重要です。 

また、人口減少や高齢化など、時代の変化により減少しつつある交通の資源を効率的に、且つニーズ

に合わせた形で活用することで、地域間の移動、将来に向けた継続など、公共交通が”つながる”交通

網であることも重要です。 

この２つの公共交通を実現することにより、町民の生活の質を高め、地域全体の活性化と持続可能

な未来を実現するための重要な基盤となり、豊浦町が「人と自然が笑顔でつながるまち」として発展す

るための鍵となる交通網を目指します。 
 

 

 

目標１ 地域全体で支える円滑な町内移動環境の実現 

 

町内すべての居住地において、円滑な移動が可能な交通環境を整備します。礼文華・大岸と市街地を

つなぐ基幹路線の整備や、交通空白地域における生活交通の運行を推進し、町内交通資源を総動員し

て移動の利便性向上を図ります。 

この取り組みにより、すべての住民が平等に移動機会を得られる環境を実現します。 
 

 

 

目標２ 町外生活圏とつながる利便性の高い交通ネットワークの構築 

 

町外へのアクセスを強化し、生活圏を広げることで住民の利便性を高めます。ＪＲや路線バスとの

接続を強化するとともに、町外への移動ニーズに応える交通手段を拡充します。 

特に、通院や買い物の目的地となる伊達市などへの広域交通を整備することで、地域住民の生活を

より豊かにします。 
 

 

 

目標３ 必要な方に持続的な交通サービスの提供 

 

高齢者や交通弱者など、特定のニーズを持つ住民に対して着実にサービスが提供される仕組みを構

築します。情報提供の充実や他分野との連携を通じて、住民等が必要なときに交通サービスを利用で

きる環境を整えます。 

また、持続可能な運行体制を支えるため、運転手確保や関係者連携の強化にも取り組みます。 
 

 

  



 

 

 

６－３ 本計画が目指す交通網 

（１） 交通網のあらまし 

 

 
図 ６－１ 豊浦町の交通ネットワーク 

 

 

表 ６-３ 補助系統に係る事業 

系統名 起点 経由地 終点 
事業許可 

区分 

運行 

態様 

実施 

主体 

補助事業 

の活用 

町営バス 

（赤系統） 
礼文駅 大岸駅 

本町 

市街地 

78条 

交通空白 

路線定期 

運行 

豊浦町 

（※） 

フィーダー補助 

（R9 事業年度～） 

区間運行 

（橙系統） 
町内居住地区 

本町 

市街地 

78条 

交通空白 
区域運行 

豊浦町 

（※） 

フィーダー補助 

（R9 事業年度～） 

※運行主体は交通事業者 

 

  



 

 

 

（２） 豊浦町に係る交通サービスの役割 

前頁で整理した、豊浦町の交通ネットワークを構成する各交通サービスにおける、地域住民の日常生

活を支える移動手段としての役割を明確にし、各交通サービスを持続可能に運営するための具体的な

確保・維持策についても、財源の確保等の観点から整理しています。 

また、本計画で検討の対象とする交通サービスは下表の通りとします。 

 

表 ６-４ 豊浦町が提供する交通サービスの確保・維持策 

位置付け 路線・系統名 役割 確保・維持策 

広域交通 ＪＲ北海道 

室蘭本線 

・豊浦町と生活圏自治体を結ぶ広域

交通としての役割を担う。 

・沿線自治体として必要な支援を講

じ、長万部、伊達方面への地域交

通を確保 

広域交通 道南バス 

洞爺湖温泉線 

・豊浦町と生活圏自治体を結ぶ広域

交通としての役割を担う。 

・沿線自治体として必要な支援を講

じ、洞爺湖方面への地域交通を確

保 

支線 町営バス ・利用が多い時間帯や区間を運行

し、町内居住地区と市街地を結ぶ

基幹的な役割を担う。 

・次年度以降に地域公共交通利便増

進計画による事業実施を想定。 

※利便増進特例による地域公共交

通確保維持事業（フィーダー補

助）を活用し持続可能な運行を目

指す 

支線 区域運行 ・他の公共交通が運行していない時

間帯やエリアを運行する補完的

な役割を担う。 

・次年度以降に地域公共交通利便増

進計画による事業実施を想定。 

※利便増進特例による地域公共交

通確保維持事業（フィーダー補

助）を活用し持続可能な運行を目

指す 

 

 

 

  



 

 

 

第７章 本計画の指標・ＫＰＩ 
本計画では、地域公共交通の目標達成に向けた取り組みの進捗や成果を定量的に把握するため、アウ

トプットとアウトカムの２つの指標を設定しています。アウトプットは、具体的な施策や取り組みの実

施状況を測定する指標であり、アウトカムは、施策実施の結果として得られる住民生活や地域全体への

影響を示す指標です。 

これらの指標を活用することで、計画の目標達成状況を適切に評価し、必要に応じて施策や指標を見

直しながら、地域公共交通の持続可能な発展を目指します。本計画のＫＰＩは、具体的で測定可能な目

標値を設定し、計画の透明性と効果的な実施を支えます。 

なお、公共交通の収支率及び公的資金投入額は、標準指標として整理することが望ましいとされてい

ます。 

豊浦町では、限られた財源等の中で必要となる交通サービスの確保に向けて、資金投入や国の補助制

度を活用し、持続可能性の確保を目指すことから、収支率及び公的資金投入額の増減自体を目標値とし

て捉えず、毎年度、交通サービスへの収支状況等を把握することに努めます。 

 

表 ７-１ 目標達成に向けたアウトプット・アウトカム 

 目標 
評価 

時期 

施策実施状況 

を図る指標 

（アウトプット） 

計画達成・目標達成 

を図る指標 

（アウトカム） 

１ 
地域全体で支える円滑な 

町内移動環境の実現 
R8～ 

豊浦町が運営する 

既存の町内公共交通の再編 

豊浦町が運営する 

町内公共交通の利用者数 

20,181 人/年 以上 

（※１） 

  R9～ タクシー助成の導入 

タクシー助成の利用者数 

●●人/年 以上 

（※２） 

２ 

町外生活圏とつながる 

利便性の高い交通 

ネットワークの構築 

R8～ 
豊浦町と生活圏自治体を結ぶ

新たな公共交通の導入 

新たな公共交通の利用者数 

●●人/年 以上 

（※２） 

  R8～ 

鉄道及び路線バスへの接続率 

２２％以上 

（※３） 

左記と同様 

３ 
必要な方に持続的な 

交通サービスの提供 
R9～ 情報提供体制の拡大 － 

  R8～ 町内公共交通の収支率 － 

  R8～ 
町内公共交通への 

公的資金投入額 
－ 

  R9～ 第二種免許取得制度の導入 
第二種免許取得者数 

１人/年 以上 

    
公共交通業界への新規就業者数 

１人/年 以上 

※１：令和５年度の町営バス、コミュニティバスの利用者数の合計から設定 

※２：実証運行や利用意向等の調査結果を踏まえ数値設定を想定 

※３：（町営バス・コミュニティバスと鉄道・路線バスへの接続（５～15以内）便数６便）÷ 

（町営バス・コミュニティバスの全運行便数 27便） 

  



 

 

 

第８章 目標達成のための施策 
８－１ 目標１の達成に向けた施策 

 

施 策 ① 礼文華・大岸と市街地をつなぐ基幹交通路線の整備 

施 策 内 容 地域住民の利便性と持続可能性の両立に向け、礼文華・大岸方面と市街地を結ぶ町

内移動の主要な軸としての役割のほか、生活圏自治体までの広域交通（ＪＲ及び道南

バス）との接続を強化し、今後も豊浦町で生活し続けるための重要な交通サービスと

して位置付けます。 

運行内容の検討にあたっては、通学世代の移動ニーズや既存利用者の移動習慣を尊

重することに留意します。 

なお、持続可能性の確保にあたっては、利用状況に応じた車両規模の見直しや地域

公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）

を活用し、財政効率の向上を図り、持続可能な公共交通ネットワークの構築を目指し

ます。 

また、本施策の実施に向けては、既存公共交通網のダイヤ・運賃等の見直しも含め

た利用者の利便増進を図るため、地域公共交通利便増進計画の策定も見据えたスケジ

ュール等を想定します。 

 

 
図 ８－１ 基幹交通の運行イメージ 

 

実 施 主 体 協議会 豊浦町 交通事業者 住民 その他 

施 策 実 施 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

スケジュール （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） 

路線検討 

◎ 

利便増進 

計画の検討 

◎ 

利便増進 

計画の策定 

   

実証運行・ 

本格運行の開始 
 ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

  

市街地交通結節点 

（しおさい、豊浦駅等） 

礼文華地区交通結節点 

（礼文駅、生活館等） 大岸地区交通結節点 

（大岸駅、大岸いきいきセンター等） 

詳細のルートや立ち寄り箇所については、 

住民等との協議により決定することを想定 



 

 

 

 

施 策 ② 交通空白地域における生活交通の運行 

施 策 内 容 施策①の基幹交通路線を補完することを目的に、豊浦町の交通空白地域を対象に、

小・中学生の通学、高齢者の通院、買い物など、日常生活に密着した多様なニーズに

対応する運行時間を設定した生活交通を運行します。 

運行内容の検討にあたっては、朝夕の通学・通院需要が集中する時間帯を優先しつ

つ、地域の生活リズムに合わせた運行スケジュールを整備するとともに、従来のバス

路線のように停留所での乗降に限定せず、利用者自宅近辺や施設近辺での乗降ができ

る仕組みを検討し、住民の移動利便性を高めます。 

例えば、始発地点、経由地点及び終着地点を一定程度定めた上で、運行経路は住民

ニーズに応じて柔軟に運行する区域運行のような交通サービスを実現します。 

なお、持続可能性の確保にあたっては、施策①と同様に、地域内フィーダー系統確

保維持費国庫補助金を活用し、財政効率の向上を図り、持続可能な公共交通ネットワ

ークの構築を目指します。 

また、本施策の実施に向けては、施策①と同様に、既存公共交通網のダイヤ・運賃

等の見直しも含めた利用者の利便増進を図るため、地域公共交通利便増進計画の策定

も見据えたスケジュール等を想定します。 

 

 
図 ８－２ 区域運行エリアのイメージ 

 

実 施 主 体 協議会 豊浦町 交通事業者 住民 その他 

施 策 実 施 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

スケジュール （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） 

路線検討 

◎ 

利便増進 

計画の検討 

◎ 

利便増進 

計画の策定 

   

実証運行・ 

本格運行の開始 
 ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

  

北部地区 

大岸地区 

礼文華地区 本町地区 

町内各地区と市街地間を結び 

柔軟に対応する区域運行を想定 



 

 

 

 

施 策 ③ 町内交通資源を総動員した移動の円滑化 

施 策 内 容 施策①及び②の生活交通を補完することを目的に、公共交通の運行範囲外や時間外

の移動が必要な場合の柔軟な移動手段として、タクシー助成券の導入を検討します。 

また、特定の対象者の移動円滑化に向け、保険福祉分野の移動サービスの拡充、小・

中学生の通学を支援するスクールバス及び部活動等の課外活動終了後の移動手段の

確保について、庁内所管部署と連携して取り組みます。 

 

 
図 ８－３ タクシー利用助成券配布の事例 

出典：津別町 広報つべつ（2021年 12月） 

 

実 施 主 体 協議会 豊浦町 交通事業者 住民 その他 

施 策 実 施 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

スケジュール （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） 

助成制度設計 ◎ ◎    

助成制度施行  ◎ ◎ ◎ ◎ 

  



 

 

 

８－２ 目標２の達成に向けた施策 

 

施 策 ④ 町外交通の拡充 

施 策 内 容 高齢者の生活圏を拡大し、外出促進や福祉的支援を強化するため、通院や買い物を

目的とした町外移動支援バスの運行を検討します。 

運行内容の検討にあたっては、住民ニーズとの検証を実施することを前提としなが

ら、週数回の運行により、伊達赤十字病院や伊達市内の商業施設を主な目的地とする

ことを想定し、本施策を進めます。 

また、他の公共交通機関との乗り継ぎを円滑に行えるよう運行時間や停留所を調整

し、洞爺湖町内や伊達市内におけるＪＲや道南バスとの接続を考慮し、広域的な移動

の利便性をより向上させることも検討します。 

なお、本施策の実施に向けては、施策①及び②と同様に、既存公共交通網のダイヤ・

運賃等の見直しも含めた利用者の利便増進を図るため、地域公共交通利便増進計画の

策定も見据えたスケジュール等を想定します。 

 

 
図 ８－４ 新たな町外交通の運行イメージ 

 

実 施 主 体 協議会 豊浦町 交通事業者 住民 その他 

施 策 実 施 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

スケジュール （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） 

路線検討 

◎ 

利便増進 

計画の検討 

◎ 

利便増進 

計画の策定 

   

実証運行・ 

本格運行の開始 
 ◎ ◎ ◎ ◎ 

  

豊浦町交通結節点（しおさい、豊浦駅等） 

洞爺駅 

伊達市内主要施設 

（病院、温泉、イオン等） 

詳細のルートや立ち寄り箇所については、 

住民等との協議により決定することを想定 



 

 

 

 

施 策 ⑤ 鉄道及び路線バスへの接続強化 

施 策 内 容 ＪＲ駅やバス停へのアクセス改善を目的として、豊浦町が整備する交通サービスに

おける広域的な地域交通との接続性の強化を図ります。 

接続性の強化にあたっては、利用者ニーズの把握に向け、アンケート調査のような

定量的データの収集のほか、意見交換会のような機会を通じて地域の率直な意見の収

集により、時間帯等を調整します。 

なお、本計画を推進していく中で、豊浦町を取り巻く交通情勢は変化が生じること

が想定されるため、情勢の変化を着実に把握し、町外の生活圏自治体までの移動手段

の確保を目的に、本施策を柔軟に実施します。 

 

 
図 ８－５ 豊浦町における接続状況の整理 

 

実 施 主 体 協議会 豊浦町 交通事業者 住民 その他 

施 策 実 施 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

スケジュール （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） 

接続強化の実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

  



 

 

 

８－３ 目標３の達成に向けた施策 

 

施 策 ⑥ 情報面における交通サービスの提供 

施 策 内 容 地域住民に公共交通の利用機会を広げるためには、正確で分かりやすい情報を届け

ることが重要であるため、現状の豊浦町ＨＰでの運行情報やサービス案内の提供を継

続します。 

また、デジタル面の情報提供だけでなく、インターネットを利用しない住民にも配

慮した情報提供体制の強化に向け、バスマップや利用ガイドなどの紙面の情報媒体を

作成し、公共施設や地域の拠点に設置する等、情報を広く周知します。 

本施策の実施にあたっては、地域公共交通利便増進計画事業の一環として進めるこ

とを想定し、交通サービス再編に伴う情報周知事業として位置づけ、住民への分かり

やすい情報提供を含めた施策の実施を検討します。 

 

 
図 ８－６ 地域内の地域公共交通を網羅した冊子の事例 

出典：白老町 

 

実 施 主 体 協議会 豊浦町 交通事業者 住民 その他 

施 策 実 施 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

スケジュール （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） 

情報提供の継続 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

新たな情報 

提供媒体の検討 
◎ ◎    

  



 

 

 

 

施 策 ⑦ 他分野と共創する交通サービスの提供 

施 策 内 容 町内公共交通網の再編にあたり、住民が安心して新たな交通サービスを利用できる

よう、利用促進を目的とした「乗り方教室」の開催を検討します。乗り方教室単独で

の開催も検討しますが、地域で既に行われている住民の集まりやイベントの場を活用

し、参加者に直接交通サービスの利用方法を説明する形での実施も検討します。 

また、地域の事情に精通している住民や民生委員との継続的な意見交換を行い、地

域特有のニーズや課題を的確に把握し、住民の声を反映した交通サービスの改善を進

め、地域に根差した地域交通の提供を実現します。 

このほか、施策③の町内交通資源を総動員の考え方をもって、保険福祉分野や教育

分野との連携を図り、交通サービスを提供します。 

 

 
図 ８－７ 豊浦町地域公共交通計画策定に向けた住民との意見交換会 

 

実 施 主 体 協議会 豊浦町 交通事業者 住民 その他 

施 策 実 施 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

スケジュール （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） 

利用促進機会 

の創出 

◎ 

必要に 

応じて実施 

◎ 

必要に 

応じて実施 

◎ 

必要に 

応じて実施 

◎ 

必要に 

応じて実施 

◎ 

必要に 

応じて実施 

関係者等との 

意見交換 

◎ 

必要に 

応じて実施 

◎ 

必要に 

応じて実施 

◎ 

必要に 

応じて実施 

◎ 

必要に 

応じて実施 

◎ 

必要に 

応じて実施 

 

  



 

 

 

 

施 策 ⑧ 持続的な交通サービス提供に向けた運転手確保 

施 策 内 容 第二種運転免許の取得にかかる費用の一部を助成する制度や取得後の就業支援を

組み合わせた取り組みを構築などの行政支援を検討し、地域の交通事業者における人

材不足の課題の解消を目指します。 

また、交通事業者間での採用トレンドや課題に関する情報を、交通事業者から行政

に情報提供いただき、豊浦町で就業する際のニーズに基づいた効果的な人材確保策を

検討し、必要に応じて実施します。 

 

 
図 ８－８ 地域内の地域公共交通を網羅した冊子の事例 

出典：安平町 

 

実 施 主 体 協議会 豊浦町 交通事業者 住民 その他 

施 策 実 施 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

スケジュール （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） 

支援制度設計 ◎ ◎    

支援制度施行   ◎   

見直しを伴う 

継続支援 
   ◎ ◎ 

  



 

 

 

 

施 策 ⑨ 持続的な交通サービス提供に向けた関係者連携 

施 策 内 容 地域公共交通の持続可能な運行を実現するため、関係者間の連携体制を強化しま

す。その中心として、豊浦町地域公共交通活性化協議会を軸に据え、行政、交通事業

者、地域住民、民間団体など多様な関係者が連携して取り組む仕組みを構築します。

協議会では、交通サービスの課題や利用者のニーズに基づいた施策を議論し、効率的

かつ効果的な公共交通の提供を目指します。 

また、豊浦町地域公共交通網の整備や運行管理に関わる関係者間の連携もさらに深

めます。具体的には、運行計画の策定や見直しの際に、関係機関との情報共有を円滑

に行い、実行可能で地域に根差した施策を共同で進めます。この連携により、地域全

体で公共交通を支える仕組みを強化し、住民の生活を支える持続可能な交通ネットワ

ークの維持と発展を図ります。 

 

 
図 ８－９ 豊浦町地域公共交通活性化協議会 

 

実 施 主 体 協議会 豊浦町 交通事業者 住民 その他 

施 策 実 施 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

スケジュール （2025） （2026） （2027） （2028） （2029） 

協議会を通じた 

関係者連携 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

 

  



 

 

 

第９章 本計画の達成状況の評価・実行体制 
９－１ 本計画の実行体制 

本計画の実行体制は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第６条第１項の規定に基づく法

定協議会である「豊浦町地域公共交通活性化協議会（事務局：豊浦町政策財政課）」が主体的に実施す

ることとします。 

 

表 ９-１ 豊浦町地域公共交通活性化協議会の委員構成 

委員区分 機関名 

豊浦町副町長（会長） 豊浦町 

国土交通省北海道運輸局室蘭運輸支局長が 

指名する者 
国土交通省北海道運輸局室蘭運輸支局 

北海道胆振総合振興局長が指名する者 北海道胆振総合振興局地域創生部地域政策課 

道路管理者が指名する者 
国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部 

有珠道路事務所 

 
北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 

洞爺出張所 

公共交通事業者等が指名する者 北海道旅客鉄道株式会社 

 道南バス株式会社 

 有限会社豊浦ハイヤー 

一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の 

運転手が組織する団体等の代表が指名する者 

北海道地方交通運輸産業労働組合協議会室蘭地区 

交通運輸産業労働組合協議会 

札幌方面伊達警察署長が指名する者 北海道札幌方面伊達警察署交通課 

学識経験者 国立大学法人室蘭工業大学工学研究科大学院 

豊浦町自治会連合会長が指名する者 豊浦町自治会連合会 

豊浦町社会福祉協議会長が指名する者 豊浦町社会福祉協議会 

豊浦町商工会長が指名する者 豊浦町商工会 

地域住民又は利用者の代表 公募委員 

町職員道路管理者が指名する者 豊浦町建設課 

豊浦町長が指名する町職員 豊浦町町民課 

 豊浦町生涯学習課 

 豊浦町総合保健福祉施設 

その他協議会が必要と認める者 一般社団法人噴火湾とようら観光協会 

 
学校法人北海道シュタイナー学園 

いずみの高等専修学校 

 
地方独立行政法人北海道立総合研究機構建築研究本部  

北方建築総合研究所建築研究本部企画調整部企画課  

アドバイザー 特定非営利活動法人まちづくり支援センター 

  



 

 

 

９－２ 本計画の達成状況の評価 

本計画を確実に実行していくために、地域公共交通確保維持改善事業に関する自己評価・第三者評価

と併せて、地域公共交通計画の進捗状況の評価を定期的に実施します。 

地域公共交通確保維持改善事業に関する自己評価、地域公共交通計画の進捗状況の評価については、

豊浦町地域公共交通活性化協議会が主体的に実施します。 

なお、地域公共交通確保維持改善事業に関する第三者評価については、北海道運輸局地域公共交通確

保維持改善事業第三者評価委員会による評価を想定しています。 

 

 

協
議
会
開
催
（
※
） 

地
域
公
共
交
通
計
画 

の
推
進 

地
域
公
共
交
通 

確
保
維
持
改
善
事
業 

４月    

５月    

６月 ◎ 

【Ａｃｔ】 

・前年度実施内容の振り返り 

【Ｐｌａｎ】 

・今年度実施内容の協議・共有 

【Ｐｌａｎ】 

・計画認定申請 

（R8～） 

 

７月    

８月    

９月    

10月    

11月   
・補助金交付申請 

（R8～） 

12月    

１月 ◎ 
【Ｃｈｅｃｋ】 

・計画達成状況等の評価 

【Ｃｈｅｃｋ】 

・自己評価 

２月   
・第三者評価 

（北海道運輸局） 

３月    

※協議会開催については、計画推進状況によって開催回数の変動を想定 

 

図 ９－１ 計画推進期間における毎年度の評価等スケジュール 

  

【Ｄｏ】 

・計画内容の推進 
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